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［石綿除去工事の概要］ 

石綿除去工事における石綿暴露は近在住民のみならず多くの人々の健康影響が懸念される。 

数々あるアスベストの特性である耐久性は半永久的に分解・変質しない事がきわめて長期間にわ

たり一般環境中に留まる原因となり、中皮腫、肺ガン石綿肺、良性石綿胸水、等紫綬の疾患の原

因と成り易い。この石綿除去工事における石綿暴露の原因の一つに負圧集塵機の取り扱いの不備、

およびメンテナンスの不備が考えられる。 

負圧集塵機の取り扱いと定期点検を下記に示す。 

 

 

 アスベストの特性 

 アスベストが様々な工業製品に使用されている理由は、経済的には安価であること、及

びそれのもつ物質的特性によるもので、特に次の点があげられる。 

 

 

① 紡織性（糸に紡ぐことができ布に織れる性質） 

クリソタイルの単繊維は、太さが約 0.01～0.03 ㎛（10 万分の 1～3ｍｍ）でアスベスト

繊維の中で最も細く、髪の毛の約 5,000 分の 1にすぎない。また、クリソタイルの繊維は、

しなやかに曲がった形状をしており、断面はほぼ円形で、長さが約 1～20 ㎛の中空管状を

なしている。 

 クロシドライト及びアモサイトの繊維は、針のように真っ直ぐな形状で、断面は一定の

形を持たず、内部までびっしりと原子が詰まっている。 

 通常、アスベスト繊維は集合体をなしており、工学的に解綿できる最も細い繊維束の太

さは、おおよそ 1～2㎛である。このように、アスベスト繊維は、アスベスト以外の無機又

は有機繊維に比べ著しく細い。 

② 不燃・耐熱性（燃えないで高熱に耐える性質） 

クリソタイルでは、およそ 450℃までは安定であり、角閃石族ではクリソタイルより高温

でも安定しているものが多い。主として、この耐熱性から、吹付け材等の建築資材及び他

の工業資材に使用されることになった。 

③ 抗張力（引っ張りに強く切れにくい性質） 

 アスベストは、ピアノ線より強い引っ張り力を有している。また、しなやかさも有して

いるが、特にクリソタイルのしなやかさが最も優れている。 

④ 耐薬品性（薬品に侵されない性質） 

耐酸性及び耐アルカリ性は、アスベスト繊維の種類によって異なるが、その中で、アンソ

フィライトが最も優れており、クリソタイルが劣り、他はこれらの中間に位置するとされ

ている。また、酸・アルカリ以外の薬品に対しても比較的抵抗力が強いとされている。  
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⑤ 断熱性（熱を遮断する性質） 

 アスベストは一般に断熱性にすぐれている。この特性及び吸湿・吸水が少ないという性

質から、保温材及び断熱材として用いられている。 

⑥ その他の特性 

 耐摩耗性（擦っても磨り減ることがない性質）・防音性（音を吸収し遮断する性質）・絶

縁性（電気を通しにくい性質）・親和性（重さに比べて表面積が大きく他の材料と混ぜ合わ

せやすい性質）などがある。 

 このほか、アスベストは通常の環境条件下では、耐蝕・耐久性（半永久的に分解・変質

しない性質）があり、また地表に沈降した場合でも、容易に再発じんするため、極めて長

い間一般環境中に留まることが知られている。 
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施工区画内の換気及び集じん 

換気装置の設置は、隔離に使用したプラスチックシートが部分的に破損した場合などに

際しても、隔離した施工区画内を外気圧より低く保っておくことにより、アスベストの飛

散を防ぐためである。その排気については、最終フィルタにＨＥＰＡフィルタを使用した

換気・集じん装置により清浄にしたのち、排気する。 

ＨＥＰＡフィルタは、JIS 規格の「コンタミネーションコントロール用語」（JIS Z8122）

において、「定格流量で粒径が 0.3 ㎛の粒子に対して 99.97％以上の粒子捕集率をもち、か

つ初期圧力損失が 245Pa（25ｍｍH₂O）以下の性能をもつエアフィルタ」と定義されている。

作業基準で求めているＨＥＰＡフィルタは、この性能を持つものである。 

尊守事項において求めているフィルタも同じ性能のものである。現在の JIS 規格の「放

射性エアロズル用高性能エアフィルタ」（JIZ Z 4812-1995）では、「0.15 ㎛の粒子に対し

て 99.97％以上の捕集率をもつもの」とされているが、尊守事項では JIS Z 4812 に規定

する超高性能微粒子フ

ィルタ及びこれに準じ

たものとしている。1995

年の改定前の JIS  Z 

4812 において規定して

いた、粒径が 0.3 ㎛の粒

子に対して99.97％以上

の粒子捕集率の性能を

もつものについても、太

さ約 0.01～0.03 ㎛、長

さ約 1～20㎛の繊維状

物質であるアスベスト

に対して同程度の補修

図 6 標準的な換気・集じん装置の構造例 31) 

能力があり、「準じたもの」として取り扱うことができる。 

換気・集じん装置は、一般的に、集じん装置とファン（排風機）で構成され、集じん装

置には、大きな粒子によって目詰まりを起こすのを防ぐため、前置フィルタ（主に 5 ㎛以

上の粒子を補集する性能をもつ）及び中間フィルタ（主に 5μｍ以上の粒子を捕集する性能

をもつ）を装着し、最終フィルタとしてＨＥＰＡフィルタを装着している。 

図 6 に、標準的な換気・集じん装置の構造例を示す。 
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常時負圧に保つことのできる換気風量とは、15 分毎に 1 回以上、施工区画内の容積の空

気が置換できる風量であり、これ以上の能力をもつ換気装置を設置することが必要である。

したがって、施工区画内を負圧にするのに必要な換気数量は、次に示す計算から求め、必

要な換気能力を有する換気装置を設置する。 

① 施工区画内を負圧にするのに必要な換気風量を求める。 

   施工区画の容積（㎥）÷15 分＝必要な風量（㎥/分） 

② 換気風量を確保するために必要な換気装置（換気能力）と台数を求める。 

   換気装置 1台あたりの換気能力（㎥/分）×台数＝換気能力（㎥/分） 

③ ①及び②から、換気装置の換気能力が必要な風量を満足しているか確認し、設置する

換気装置を決定する。 

   必要な風量（㎥/分）≦換気能力（㎥/分） 

 

換気装置の設置及び稼働に当たっては、次の点にも留意する。 

i. 一般的に、空気の取り入れは前室を経由して行っているので、取り入れた空気が施工

区画内全体に均一に気流が通過し、排気されるような位置に換気・集じん装置を設置

する。この際、ショートパスしないように注意する。 

ii. 換気・集じん装置が適切に作動し、施工区画の隔離の状態が適正かどうか、また、施

工区画内の換気の気流が均一かどうかスモークテスターなどにより確認する。 

iii. 前置フィルタ、中間フィルタ及び最終フィルタがそれぞれ適切に装置されているかを

確認する。 

iv. 作業中に換気・集じん装置が適切に作動していることをリアルタイムで確認するため、

施工区画外における換気・集じん装置の排出口付近に、作業環境測定用のデジタル粉

じん計を設置して、粉じんの連続測定を行い、粉じん濃度が高濃度となっていないか

を確認することが望ましい。 

v. 1 日の除去作業を終了した後（施工区画内の清掃後）にも、プラスチックシートの破

損等によるアスベストの漏れを防ぐため、一定時間、換気・集じん装置を稼働させ、

施工区画内の石綿濃度を低減させる。 
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【標準的な換気装置及び前室の設置例】 

i. 窓がいくつかある施工区画の場合 

  扉の所に前室を設置し、この位置から最長距離

の対角線上の所に換気・集じん装置を設置する。 

 

（注）矢印：空気の流れ 

   除去方法の進め方：①→② 

図 7 窓が複数個ある場合の換気・集じん装置の設置例 31) 

 

 

 

 

 

 

ii. 窓・扉が一方向にある施工区画の場合 

前室の設置位置から最長距離の位置に換気・集

じん装置が設置できるように、ダクトを施工区画内

部に接続して排気する。 

 

 

（注）矢印：空気の流れ 

   除去方法の進め方：①→② 

 

 

 

図 8 入口近くに窓が 1個ある場合の換気・集じん装置の設置例 31） 
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iii. いくつかの窓を持つ大きな施工区画の場合 

  換気・集じん装置を分散して設置する。また、前室からの換気量が大きいときは、補

助空気取り入れ口を設ける。補助空気取り入れ口は、自然換気とし、アスベストが外部に

漏れないよう措置を講じたものとする。 

 

（注）矢印：空気の流れ 

   除去方法の進め方：①→② 

 

図 9 施工区画が比較的大きな面積の場合の換気・集じん装置の設置例 31) 

 

【隔離用シートや換気装置の点検】 

除去作業の現場からアスベストの飛散を防止するためには、1日の作業ごとに、プラスチ

ックシートによる隔離の状態、換気・集じん装置の性能を点検したり、定期的な保守点検

を行ったりして、適正に維持管理することが必要である。 

ア 日常点検 

（ア） プラスチックシートによる隔離が外れていたり、破損したりしていないかどう

かを確認するとともに、換気・集じん装置が正常に稼働し、隔離の状態が適正

に維持されているかどうか目視により確認する。 

（イ） 換気及び集じんが適正に稼働しているかどうか確認するために、常に換気装置

の圧力損失の変化を点検、確認できるようにフィルタの前後の圧力差を示す圧

力計を取付け、圧力損失による点検確認を行う。 

（ウ） フィルタの交換は、使用頻度及び施工区画内濃度の程度により異なるが、使用

するフィルタの仕様又は初期圧力損失の 2 倍を目安として適切に実施する。ま

た、フィルタの交換時期等を換気装置に明記しておくことが望ましい。 

（エ） フィルタ交換時のアスベストの再飛散を防止するため、フィルタの交換は、再

飛散防止の措置を講じたうえで行う。このため、工事現場におけるフィルタ等

の交換は、施工区画内で行う。 

窓

窓

換気・集じん装置 窓

前室

窓 補給空気

①②



8 
株式会社シーアールティー・ワールド 

イ 定期点検（1年に 1回以上） 

（ア） 換気・集じん装置の構造部分の磨耗、腐食、破損の有無及びその程度を確認する。 

（イ） 集じん能力などが確保されているかどうかについて、測定により確認する。 

（ウ） 電流計の指針及び配線（ショート等がないか）を確認する。 

（エ） ファンの静圧・動圧を確認する。 

（オ） ベルトの磨耗などを確認するとともに、軸受を注油する。 

 

ＨＥＰＡフィルタ交換時或いは清掃除時乱暴に取り扱ったり、鋭利な刃物を持つ工具を

使用したりするとＨＥＰＡフィルタに穴をあける危険性が大きい。機械の保管時に大き

な荷重をＨＥＰＡフィルタに掛けると負圧集塵機が変形しパッキン部での機密が不完全

となり石綿の漏えいとなる。 
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セキュリティゾーンの役割 

 

デコンユニット（汚染除去ユニット）とも呼ばれ、作業場に隣接し設置します。内部は

少なくとも 3 区画からなり、工事現場入り口から作業場に向かって、それぞれ①更衣室

（クリーンルーム）、②洗浄室（シャワールーム）、③前室（ダーティールーム、機材室）

と呼ばれています。このほかに、前室と作業場のあいだに装備および機材の汚染を一時

除去し機材の保管スペースを持つ③-2 汚染除去室、更衣室と洗浄室のあいだに再使用す

る装備を乾燥・保管する①-2 装備保管室を設置し、5 区画とする場合もあります。作業

場への出入はセキュリティゾーンが設置されている場合は、かならずこの設備を利用し

なければなりません。作業場内は負圧除じん装置の稼働により負圧であるため、セキュ

リティゾーンを通過する空気の流れは、工事現場入り口から作業場に向かって流れます。

この流れを維持することにより石綿粉じんの外部への漏出を防止します。 

 

セキュリティゾーン模式図 

3 区画の場合 

＜入場時＞ 

 

＜退場時＞ 

 

参照：「建築物の解体等工事における 石綿粉じんへのばく露防止マニュアル」 
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負圧集塵機 H2000HPA の構成図 

【環境確保条例】【関係法令】 

（石綿含有建築物解体等工事に係る届出等） 

第 124 条 石綿含有材料（規則でさだめるものに限る。以下同じ。）を使用する建築物そ   

の他の施設で、規則で定める面積以上の石綿含有材料を使用する壁面、天井その他の部

分を有するもの又は規則で定める面積以上の延べ面積等を有するものの解体又は改修の

工事（以下「石綿含有建築物解体等工事」という。）を施工する者は、当該石綿含有建築

物解体等工事の開始の日前 14日までに規則で定めるところにより、当該石綿含有建築物

解体等工事の作業施工計画を知事に届け出なければならない。ただし、大気汚染防止法

第 18 条の 15 第 1 項及び第 2 項の規定による届出をすべき者については、この限りでな

い。 

 

2 知事は、前項の規定による届出があった場合において、作業施工計画が規則又は尊守事

項に従っていないと認めるときは、その届出をした者に対し、当該作業施工計画を規則

又は尊守事項に従ったものに変更することを勧告することができる。 

3 第 1 項ただし書の届出をすべき者は、大気汚染防止法第 18 条の 15 第 1 項に規定す   

る特定粉じん排出等作業の開始の日前 14 日までに規則で定めるところにより、石綿の飛

散防止方法の詳細及び飛散の状況の監視その他の計画（以下「飛散防止方法等計画」と

いう。）を知事に届け出なければならない。 

4 知事は前項の規定による届出があった場合において、飛散防止方法等計画が規則又は尊

守事項に従っていないと認めるときは、その届出をした者に対し、当該飛散防止方法等

    
  

 

 

   
 

 

 

   

コントロールパネル 
へパフィルタ 

１次及び 2 次フィルタ 

吸気口 

排気

口 



11 
株式会社シーアールティー・ワールド 

計画を規則又は尊守事項に従ったものに変更することを勧告することができる。 

 

第 7 章 罰則 

第 161 条 次の各号の一に該当する者は、15 万円以下の罰金に処する。 

  一 （略） 

  二 第 90 条又は第 124 条第 1項若しくは第 3項の規定による届出をせず、又は虚偽の 

   届出をした者 

  三～四 （略） 

  （両罰規定） 

第 164 条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、当該法

人又は人の業務に関し、前六条の違法行為をしたときは、行為者を罰するほか、当該法

人又は人に対して各本条の罰金刑又は科料刑を科する。 

 

 

【環境確保条例施行規則】 

 

（石綿含有建築物解体等工事施工計画届等） 

第 60 条 条例第 124条第 1 項に規定する規則で定める石綿含有材料は、吹き付け石綿（吹

き付け工法に使用される石綿含有材料をいう。以下同じ。）及び石綿を含有する保温材

（石綿を含有する耐火被覆材及び断熱材を含む。）とする。ただし、同項に規定する壁

面、天井その他の部分に使用する場合は、吹き付け石綿に限る。 

2 条例第 124 条第 1項に規定する規則で定める石綿含有材料を使用する壁面、天井その他 

の部分の面積は、15㎡とする。 

3 条例第 124 条第 1項に規定する規則で定める延べ面積等は、建築物については延べ面積 

で 500 ㎡、建築物以外の施設については築造面積（建築基準法施工令（昭和 25年政令第

338 号）第 2条第 1項第 5 号に規定する築造面積をいう。）で 500 ㎡とする。 

4 条例第 124 条第 1 項の規定による届出は、別記第 35 号様式による石綿含有建築物解体

等工事施工計画届出書によらなければならない。 

5 条例第 124 条第 3 項の規定による届出は、別記第 35 号様式の 2 による石綿飛散防止方

法等計画届出書によらなければならない。 
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【大気汚染防止法】 

 

 （目的） 

第1条 この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建築物の解体等に伴うばい煙、

揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推

進し、並びに自動車排出ガスに係る許容限度を定めること等により、大気の汚染に

関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに大気の汚染に関し

て人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定め

ることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。 

 

 （定義等） 

第 2 条 （略） 

2～7 （略） 

8 この法律において「粉じん」とは、物の破砕、選別その他の機械的処理又はたい積に伴

い発生し、又は飛散する物質をいう。 

9 この法律において「特定粉じん」とは、粉じんのうち、石綿その他の人の健康に係る被 

害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるものをいい、「一般粉じん」とは、特定粉じ

ん以外の粉じんをいう。 

10～11 （略） 

12 この法律において「特定粉じん排出等作業」とは、吹付け石綿その他の特定粉じんを

発生し、又は飛散させる原因となる建築材料で政令で定めるもの（以下「特定建築材

料」という。）が使用されている建築物を解体し、改造し、又は補修する作業のうち、

その作業の場所から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるも

ので、政令で定めるものをいう。 

 

（特定粉じん排出等作業の実質の届出） 

第 18 条の 15 特定粉じん排出等作業を伴う建設工事（以下「特定工事」という。）を施工

しようとする者は、特定粉じん排出等作業の開始の日の 14 日前までに、環境省令で定め

るところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、

災害その他非常の事態の発生により特定粉じん排出等作業を緊急に伴う必要がある場合

は、この限りでない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 二 特定工事の場所 

 三 特定粉じん排出等作業の種類 

四 特定粉じん排出等作業の実施の期間  

五 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物の部分における特定建築材料の種類並び   
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にその使用箇所及びに使用面積 

六 特定粉じん排出等作業の方法 

2 前項ただし書の場合において、当該特定粉じん排出等作業を伴う特定工事を施工する者 

は、速やかに、同項各号に掲げる事項を都道府県に届け出なければならない。 

3 前二項の規定よる届出には、当該特定粉じん排出等作業の対象となる建築物の配置図そ

の他の環境省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。 

 

（計画変更命令） 

第 18 条の 16 都道府県知事は、前条第 1 項の届出があった場合において、その届出に係

る特定粉じん排出等作業の方法が作業基準に適合しないと認めるときは、その届出を受

理した日から 14 日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定粉じん排

出等作業の方法に関する計画の変更を命ずることができる。 

 

（注文者の配慮） 

第 18 条の 19 特定工事の注文者は、当該特定工事を施工する者に対し、施工方法、工期等

について、作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければ

ならない。 

 

第 6 章 罰則 

第 33 条 （略） 

第 33 条の 2 次の各号のいずれかに該当する者は、6 月以下の懲役又は 50 万円以下の罰金

に処する。 

 一 （略） 

 二 第 17 条第 3 項、第 18 条の 4、第 18 条の 16、第 18 条の 18 又は第 23 条第 2 項の規

定による命令に違反した者 

2 （略） 

第 34 条 次の各号のいずれかに該当する者は、3 月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金に

処する。 

一 第 6 条第 1 項、第 8 条第 1 項、第 17 条の 4 第 1 項、第 17 条の 6 第 1 項、第 8 条

の 6 第 1 項若しくは第 3 項又は第 18 条の 15 第 1 項の届出をせず、又は虚偽の届出

をした者 

二 （略） 

第 35 条 （略） 

第 36 条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人

又は人の業務に関し、前四条の違法行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法

人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 
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第 37 条 第 11 条若しくは第 12 条第 3 項（これらの規定を第 17 条の 12 第２項又は第 18

条の 13 第 2 項において準用する場合を含む。）又は第 18 条の 15 第 2 項の規定による届

出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10 万円以下の過料に処する。 

 

【大気汚染防止法施行令】 

 

 （特定粉じん） 

第 2 条の 4 法第 2 条第 9 項の政令で定める物質は、石綿とする。 

 

 （特定建築材料） 

第 3 条の 3 法第 2 条第 12 項の政令で定める建築材料は、次に掲げる建築材料とする。 

 一 吹付け石綿 

 二 石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材（前号に掲げるものを除く。） 

 （特定粉じん排出等作業） 

第 3 条の 4 法第 2 条第 12 項の政令で定める作業は、次に掲げる作業とする。 

 一 特定建築材料が使用されている建築物を解体する作業 

 二 特定建築材料が使用されている建築物を改造し、又は補修する作業 

 

【大気汚染防止法施行規則】 

 （特定粉じん排出等作業の実施の届出） 

第 10 条の 4 法第 18 条の 15 第 1 項及び第 2 項に規定による届出は、様式第 3 の 4 による

届出書によってしなければならない。 

2 法第 18 条の 15 第 3 項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 

 一 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物の概要、配置図及び付近の状況 

 二 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要 

 三 注文者の氏名又は名称 

 四 届出をする者の現場責任者の氏名及び連絡場所 

 五 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏

名及び連絡場所 

（届出書の提出部数等） 

第 13 条 法の規定による届出は、届出書の正本にその写し 1 通を添えて提出しなければな

らない。 

2～3 （略） 

4 二以上の特定粉じん排出等作業についての法の規定による届出は、当該二以上の特定粉

じん排出等作業が同一の建築物について行われる場合に限り、一の届出書によって届出

をすることができる。 
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【建築基準法施行令】 

（面積、高さ等の算定方法） 

第2条 次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

  一～二 （略） 

  三 床面積 建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の

水平投影面積による。 

  四 延べ面積 建築物の各階の床面積の合計による。ただし、（略）。 

五 築造面積 工作物の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が別に算      

定方法を定めた工作物については、その算定方法による。 

 

 

【工作物の築造面積の算定方法】（昭和 50 年建設省告示第 644号） 

 

 建築基準法施行令第 2 条第 5 号の規定に基づき、工作物の築造面積算定方法を次のよう

に定める。 

 建築基準法施行令第 138 条第 3 項第 2 号に掲げる自動車車庫の用途に供する工作物で機

械式駐車装置を用いるものの築造面積は、15 ㎡に当該工作物に収容することができる自動

車の台数を乗じて算定するものとする。 

 

 

   その他の法令等に基づく届出 

 建築物等の解体・改修時においては、以上述べてきた大気汚染防止の観点から大気汚染

方法防止法及び環境確保条例に基づく届出のほか、吹付け材・保温材等を「除去する作業」

を行う場合、労働安全衛生法・石綿則に基づく届出を労働基準監督署に提出することが必

要となる（表 8）。表 9には、他法令を含め必要な届出類をまとめる。 
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表 8 大気汚染防止上と労働安全衛生上の届出における届出対象の作業等 

 

―： 届出の必要なし。 

※環境確保条例に基づく届出は、延べ面積等が 500㎡以上又は吹付け面積が 15 ㎡以上。 

＊1：労働安全衛生規則第 90条第 5号の 2、 ＊2：石綿則第 5条第 1項 

 

表 9 建築物等の解体・改修時における届出等の種類 
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作業の施工中における石綿濃度の測定 

 

 環境確保条例第 123 条第 2項で義務付けられている石綿の飛散の状況の監視は、石綿含 

有建築物解体等工事においては石綿濃度の測定により行い、その他の工事においては目視

により行うこととしている。 

 石綿濃度の測定は、施工区画の隔離状態、換気、集じんなどによる飛散防止の程度を把

握するために、石綿の飛散の状況が確認しやすい場所において測定を実施することにより、

飛散防止方法の改善を図るとともに、当該工事に伴う現場周辺への石綿の飛散状況を監視

するものである。 

 測定位置は、原則として、当該工事現場の敷地境界線のうち、換気装置の排出口に最も

近い場所を含む周辺 4方向の場所である。しかし、境界線から施工区画が離れた位置にあ

るような場合は、当該工事現場について立入禁止区域として設定した場所の境界 4方向の

地点とする。 

 石綿含有建築物解体等工事で義務付けられた測定は、周辺環境への影響を把握するため、

敷地境界線上において実施することとしているが、施工区画の隔離状態、換気・集じん装

置の性能の把握や、施工区画内部における石綿飛散抑制の実効性の把握のため、次の地点

においても、適宜、石綿濃度の測定を行うことが望ましい。 

① 集じん装置の排出口付近 

② 施工区画内（隔離用シート撤去前） 

③ 除去作業中の前室の入口など、施工区画直近の外周 

測定方法は、環境確保条例施工規則別表第 13の付表に定める測定方法により、作業環

境測定期間又はこれと同等の技術を有する分析会社に委託して実施する。 

 測定結果は、次の事項について記録し、3年間は保存しておく。 

① 工事の名称、場所、期間 

② 測定条件（使用した捕集器具、分析器具、測定時の気温・湿度・風向及び風速等の

測定結果に影響を与える諸条件） 

③ 測定結果（測定日時、測定位置、測定条件、測定値等） 

工事中の測定は、当該工事のうち、石綿の除去、封じ込め又は囲い込みの作業の施工中

において実施する。 

 測定方法は、「石綿に係る特定粉じんの濃度の測定方法」（平成元年 12 月 27 日環境庁告

示第 93 号）による。この測定方法は、分析室に試料を持ち帰って測定する方法であるため、

除去作業等の施工期間中に測定結果が得られない場合が多い。石綿の飛散防止対策が万全

であったかを事後的であっても確認するために、石綿濃度の測定は必須であるが、作業中

に確認しにくい換気・集じん装置の性能をリアルタイムで把握するために、これに加えて、

排出口付近に作業環境測定用のデジタル粉じん計を設置して、粉じんの連続測定を行うこ

とが望ましい。 



18 
株式会社シーアールティー・ワールド 

 本マニュアルでは、アスベスト廃棄物の処理については、解体・改修の工事現場におけ

る措置に限って解説しているので、収集・運搬・中間処理・埋立処分その他の処理、委託

及び産業廃棄物管理票などについては、法令・指導方針などをもとに、適正に措置する。 

 

（6）工事の終了後における石綿濃度の測定 

 工事の終了後の石綿濃度の測定は、当該解体・改修工事における除去、封じ込め又は囲

い込みの作業が終了するだけでなく、躯体の解体も終了し、廃石綿等の工事現場から搬出

が完了して、最終の仕上げ清掃を行った後に実施する。 

 

 

 

 

 

本年一月に厚生労働省より“石綿等が吹き付けられた建築物の解体等の作業等における

集塵・排気装置の保守点検の徹底等について”と言う題材で負圧集塵機の保守点検が指導

されている。 

 

負圧集塵機の定期点検一定期間石綿除去工事で使用された負塵機は定期的に点検と石綿

漏えい検査を行うことを推奨する。点検希望の場は負圧集塵機をご購入された販売店にご

相談下さい。 

 

 

 

参考文献：『築物の解体工事における 石綿粉じんへの暴露防止マニュアル』 

                    （建設業労働災害防止協会発行） 


